
 

「
建
築
協
定
だ
よ
り
」
第
２
号
を

お
届
け
し
ま
す
。
今
回
か
ら
当
建
築

協
定
が
抱
え
て
い
る
い
く
つ
か
の
課
題

を
ど
う
考
え
て
ゆ
く
べ
き
か
、
さ
ま

ざ
ま
な
立
場
か
ら
の
論
点
を
整
理
し

ま
す
。
そ
し
て
皆
さ
ん
が
こ
れ
ら
の
課

題
に
つ
い
て
判
断
す
る
際
の
参
考
と
な

る
デ
ー
タ
を
提
供
し
て
ま
い
り
ま
す
。
　

　
今
号
の
テ
ー
マ
は
、「
用
途
地
域
」

と
「
最
低
敷
地
面
積
」
で
す
。「
用
途

地
域
」
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
地
域

に
よ
っ
て
建
築
協
定
へ
の
加
入
率
に
違

い
が
あ
り
、
加
入
者
が
少
な
い
地
域

で
将
来
の
街
並
み
が
維
持
で
き
な
い

恐
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
声
、

一
方
、
若
い
世
代
の
西
柴
へ
の
移
住
を

困
難
に
し
て
い
る
背
景
に
は
「
最
低

敷
地
面
積
」
の
規
制
が
あ
る
か
ら
で

は
な
い
か
と
の
声
、
こ
れ
ら
の
声
を
耳

に
す
る
た
め
で
す
。
ど
ち
ら
も
実
態

に
即
し
て
考
え
て
み
ま
す
。

未来のまちへ

用途地域と
最低敷地面積

今号のテーマ
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用
途
地
域
の
分
布
…
…

「
第
１
種
低
層
住
居
専
用
地
域
」

が
90
％
以
上

　

用
途
地
域
は
都
市
計
画
法
で
定
め
ら

れ
て
お
り
、
当
自
治
会
区
域
で
は
大
き
く

３
種
類
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
建
築
協
定

区
域
外
の
約
１
５
０
戸
を
加
え
た
自
治

会
区
域
約
１
６
０
０
戸
の
用
途
地
域
分

布
は
表
２

–

１
の
通
り
で
す
。
こ
れ
を
地

図
上
に
示
し
た
も
の
が
図
２

–
１
で
す
。

 
「
第
１
種
低
層
住
居
専
用
地
域
」
が

全
戸
数
の
90
％
以
上
を
占
め
て
い
ま
す
。

「
第
１
種
低
層
住
居
専
用
地
域
」
に
は

最
低
敷
地
面
積
や
建
蔽
率
の
違
い
か
ら

A 

B
地
区
の
2
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、

87
・
１
％
は
A
地
区
で
す
（
B
地
区
は

３
・
８
％
）。
次
に
多
い
の
が
「
第
１
種

住
居
地
域
」（
D
地
区
）
で
５
・
６
％
で

す
。
続
い
て
「
第
１
種
中
高
層
住
居
専

用
地
域
」（
C
地
区
）が
３
・
５
％
と
な
っ

て
い
ま
す
。

用
途
地
域
と
建
築
協
定
加
入
率

　

表
を
見
て
お
わ
か
り
の
通
り
当

自
治
会
区
域
の
「
用
途
地
域
」
と

用途地域によって
建築協定加入率に違いがあります。

1.

2.

3.

用途地域に応じて建築協定の内容を変えるのは
いかがでしょうか。
地域全体で街並みを
維持していくには
どうしたらいいのでしょう。

用途地域別の建築協定加入率用途地域別の戸数

A 地区 　第一種低層住居専用地域（最低敷地面積 125㎡、建蔽率 40％・容積率 80％）
B 地区 　第一種低層住居専用地域（最低敷地面積 100㎡、建蔽率 50％・容積率 100％）
C 地区 　第一種中高層住居専用地域（最低敷地面積なし、建蔽率 60％・容積率 150％）
D 地区 　第一種住居地域（最低敷地面積なし、建蔽率 60％・容積率 200％）

テ
ー
マ 

１用
途
地
域
を

め
ぐ
っ
て

ポイント

用途地域 加入地 隣接地 区域外 各地区合計 戸数合計比
A 地区 1,114 213 77 1,404 87.1%
B 地区 46 12 3 61 3.8%
C 地区 23 14 19 56 3.5%
D 地区 33 1 57 91 5.6%

戸数合計 1,216 240 156 1,612 100.0%

用途地域 加入地 隣接地 区域外 合　計 加入率

AB 地区 1,160 225 80 1,465 79.2%

C 地区 23 14 19 56 41.1%
D 地区 33 1 57 91 36.3%
合　計 1,216 240 156 1,612 75.4%

表 2-1-a　自治会区域の用途地域別の戸数 表 2-1-b　用途地域別の建築協定加入率

戸

数

戸

数

加

入

率

79.2%

41.1% 36.3%
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図２-１  自治会区域の用途地域図（横浜市 i マッピーより。一部加工） 【横浜市地形図複製承認番号 令４建都計第 9117 号】

A地区（第一種低層住居専用地域）
B地区（第一種低層住居専用地域）
C地区（第一種中高層住居専用地域）
D地区（第一種住居地域）

自治会区域境界線（参考）
建築協定区域境界線

横浜市：i マッピー

ご自分の住まいがどの用途地域に
あたるのか

調べてみてください

西柴中西柴中

西柴小西柴小

文庫幼稚園文庫幼稚園

称名寺称名寺

国
道

16
号

国
道

16
号
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「
建
築
協
定
」
と
の
関
係
に
は
次
の
特

徴
が
見
ら
れ
ま
す
。

①
「
第
１
種
低
層
住
居
専
用
地
域
」

（
A 

B
地
区
）
で
は
建
築
協
定
加
入
率

は
79
・
２
％
と
高
い
。

②
「
第
１
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
」

（
C
地
区
）
と
「
第
１
種
住
居
地
域
」

（
D
地
区
）
で
は
建
築
協
定
加
入
率
は

そ
れ
ぞ
れ
41
・１
％
、
36・
３
％
と
低
い
。　
　

　

A 

B
地
区
と
比
較
す
る
と
C 

D
地
区

で
は
協
定
加
入
率
が
低
く
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
う
し
た
傾
向
の
背
景
に
は
、
建

築
基
準
法
等
に
よ
る
法
規
制
（「
用
途

地
域
」
の
ル
ー
ル
）
と
建
築
協
定
に
よ

る
規
制
（
ル
ー
ル
）
の
差
に
あ
る
と
推

定
さ
れ
て
い
ま
す
（
表
２

–

２
参
照
）。 

建
物
の
用
途
や

大
き
さ
・
敷
地
面
積
の
違
い

　

表
２

–

２
は
建
築
基
準
法
等
に
よ
る

法
規
制
の
用
途
地
域
別
比
較
表
で
す
。

A
B
両
地
区
と
C
D
両
地
区
と
で
は
、

建
て
ら
れ
る
建
物
の
用
途
、
大
き
さ
が

違
い
ま
す
。
ま
た
、
最
低
敷
地
面
積
等

に
も
違
い
が
あ
り
ま
す
。

 

「
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
」（
A

地
区
）
の
最
低
敷
地
面
積
は
１
２
５
㎡

で
、
容
積
率
は
80
％
で
す
。「
第
一
種
中

高
層
住
居
専
用
地
域
」（
C
地
区
）
と

「
第
一
種
住
居
地
域
」（
D
地
区
）
に
は

最
低
敷
地
面
積
の
規
定
が
な
く
、
容
積

率
も
C
地
区
が
１
５
０
％
、
D
地
区
が

２
０
０
％
と
大
き
く
な
り
ま
す
。

　

当
自
治
会
区
域
で
は
、
C
地
区
は
桜

並
木
の
商
店
街
周
辺
、
D
地
区
は
主
に

片
吹
交
差
点
か
ら
の
自
治
会
区
域
へ
の

入
り
口
付
近
と
文
庫
小
学
校
前
信
号
の

自
治
会
区
域
へ
の
入
り
口
周
辺
で
す
。
こ

の
地
区
は
最
低
敷
地
面
積
の
規
制
が
な

く
、
容
積
率
も
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
わ
か
る
通
り
、
同
じ
住
居
地
域

と
い
う
名
で
あ
っ
て
も
第
一
種
低
層
住

居
専
用
地
域
よ
り
も
土
地
の
高
度
利
用

（
高
さ
が
高
い
大
き
な
建
物
、
多
様
な

用
途
の
建
物
な
ど
）
が
で
き
る
地
区
で

す
。
ち
な
み
に
C
地
区
は
５
０
０
㎡
以

下
の
店
舗
、
D
地
区
は
３
０
０
０
㎡
以

下
の
店
舗
や
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
が
建
築
可

能
な
用
途
地
域
で
す
。

　
「
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
」「
第

一
種
住
居
地
域
」
の
街
並
み
の
イ
メ
ー

ジ
は
、 

右
上
の
コ
ラ
ム
に
掲
載
し
た
イ
ラ

ス
ト
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
当
自
治
会
区

域
の
実
際
の
街
並
み
と
は
大
い
に
違
い

ま
す
。「
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
」

「
第
一
種
住
居
地
域
」
は
こ
う
し
た
建

物
が
建
て
ら
れ
る
地
域
と
い
う
こ
と
で

す
。
た
だ
し
、
５
０
０
㎡
以
下
の
店
舗

が
で
き
る
地
域
と
さ
れ
て
い
て
も
、
当

地
区
の
実
際
の
敷
地
面
積
か
ら
考
え
る

と
1
戸
単
位
で
は
そ
の
よ
う
な
建
物
は

建
て
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

建
築
協
定
は
建
築
基
準
法
等
の
法
規

制
よ
り
も
厳
し
い
基
準
を
設
け
て
い
ま

す
の
で
、
C
D
地
区
で
は
協
定
加
入
区

画
と
加
入
し
て
い
な
い
区
画
の
規
制
の
差

は
相
当
大
き
な
も
の
に
な
り
ま
す
。
こ

の
た
め
一
種
類
の
建
築
協
定
で
自
治
会

区
域
全
体
を
規
制
す
る
の
は
実
情
に
合

わ
な
い
と
の
指
摘
が
、
前
回
の
協
定
改

定
時
に
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
A
B
地

区
と
C
D
地
区
で
は
違
っ
た
建
築
協
定

に
し
て
は
ど
う
か
と
の
意
見
で
す
。

用
途
地
域
を
め
ぐ
る
意
見
を

整
理
す
る
と

 　

用
途
地
域
を
め
ぐ
っ
て
、「
建
築
協
定

を
２
つ
に
分
け
よ
う
」
と
い
う
意
見
と
、

用途地域ってなに？
　土地利用の区分のことです。都市計画では都市
を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に
区分して、これを「用途地域」として定め、その
地域に建てられる建物の種類や、建物の用途に
制限（ルール）を設けています（国土交通省 HP
参照）。当自治会区域には「第１種低層住居専用
地域」と「第１種中高層住居専用地域」および「第
１種住居地域」の３種類の用途地域があります。

第１種低層住居専用地域
低層住宅のための地域で、
主として戸建て住宅エリアです。

第１種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域で、
500㎡までの店が建てられます。

第１種住居地域
住居の環境を守るための地域で、
3,000㎡までの店舗等が
建てられます。

「用途地域」による建築制限と用途制限の違いは表 2-2 をご覧ください。

イラスト：国土交通省ホームページ＜土地の使い方と建物の立て方のルールの話＞より
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「
建
築
協
定
は
１
つ
で
い
い
」
と
い
う
意

見
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
意
見
の
相

違
を
上
記
に
整
理
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん

は
ど
う
判
断
さ
れ
ま
す
か
？

安
心
し
て
暮
ら
せ
る

街
並
み
を
、
こ
れ
か
ら
も

　

協
定
だ
よ
り
1
号
で
ご
案
内
し
た
通

り
、
当
自
治
会
区
域
全
体
と
し
て
は
街

並
み
や
住
環
境
は
ほ
ぼ
良
好
に
維
持
さ

れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
隣
接
地
、
協
定

区
域
外
で
は
建
築
協
定
の
規
定
に
沿
わ

な
い
事
例
が
見
ら
れ
ま
す
。
当
団
地
の

第
一
次
世
代
の
方
々
が
居
住
さ
れ
て
い
る

間
は
住
環
境
に
大
き
な
変
化
は
な
い
で

し
ょ
う
が
、
敷
地
が
第
三
者
に
売
却
さ

れ
た
場
合
に
は
、
第
一
世
代
が
抱
か
れ
て

い
た
「
近
隣
へ
の
配
慮
」
が
受
け
継
が
れ

る
と
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
街
並
み
を
こ
れ
か

ら
も
維
持
し
て
い
く
た
め
に
、
協
定
に
加

入
し
て
い
る
方
々
に
今
後
も
加
入
を
継
続

し
て
い
た
だ
く
こ
と
、
隣
接
地
の
皆
様
に

協
定
に
加
入
し
て
い
た
だ
く
こ
と
、
区
域

外
の
区
画
を
協
定
区
域
内
に
繰
り
入
れ

る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
努
力
が
必
要
で
す
。

用途地域 最低敷地面積
（㎡）

建蔽率
（％）

容積率
（％）

外壁の
後退距離

建物の高さ
（m） 高度地区

第一種低層住居専用地域（A 地区） 125 40 80 前面道路から 1m 10 第一種
第一種低層住居専用地域（B 地区） 100 50 100 規定なし 10 第一種
第一種中高層住居専用地域（C 地区） 規定なし 60 150 規定なし 規定なし 第三種
第一種住居地域（D 地区） 規定なし 60 200 規定なし 規定なし 第四種

（参考）建築協定加入区域（A ～ D 地区） 150 法規に従う 法規に従う 1m 以上 10 法規に従う

用途地域 建てられる建築物の用途

第一種低層住居専用地域（A 地区） 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、店舗兼用住宅、公共施設など
第一種低層住居専用地域（B 地区） 上記と同じ
第一種中高層住居専用地域（C 地区） 上記に加え、500㎡以下の店舗など
第一種住居地域（D 地区） 上記に加え、3,000㎡以下の店舗・マンション・事務所など

（参考）建築協定加入区域（A ～ D 地区） 住宅、寄宿舎、長屋、診療所、下宿、店舗兼用住宅、公共施設など

ほかの地区の
建築協定はどう？
　横浜市都市整備局によれば、地区
を分けた建築協定を締結していると
ころは市内に２２か所あり、金沢区
には６つあります。釜利谷の関ヶ谷
など５つの建築協定は「第一種低層
住居専用地域」内で、協定区域内
を AB の２地区に分け、幹線道路沿
いだけ「店舗・医院併用住宅」を認
め、その他の地区は住宅だけに用途
を限るとするもの。１つは３種類の「用
途地域」が混在し、住宅専用地区と
住宅・店舗混在地区に分け、建てら
れる階数なども分けています。

表 2-2　用途地域別の建築制限と用途制限（横浜市建築局 HP より　2021年 10 月18 日現在）

◎都市計画法、建築基準法その他法令に基づく建築制限

◎都市計画法、建築基準法その他法令に基づく建築物の用途制限

用途地域の違いが宅地の価格に影響する。「高度利用」
ができる地域の最低敷地面積などの規制を低くすれば、
利用効率も高まり、高値で売買もできる。

CD地区の法規制にはない「最低敷地面積＝〇㎡以上」
など現在の建築協定の規制を緩和した内容にすれば、建
築協定への加入区画が増え、この地域の乱開発を防げる。

協定を２つに分ける意見

協定を１つとする意見

①

②

①

②

桜並木の商店街を除いて、当自治会区域は戸建て住宅が
ほとんどを占めている。実際には建築協定にほぼ沿って
いる住宅ばかりなのだから、協定は１つでいい。

CD地区に居住する少なからぬ方々が協定に加入してい
ることを尊重すべきだ。

【用途地域】

建蔽率（％）建蔽率（％）建蔽率（％）

容積率（％）
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最
低
敷
地
面
積
に
関
す
る
意
見

　
前
回
の
改
定
に
際
し
て
の
現
建
築
協

定
の
基
準
の
継
続
と
い
う
草
案
の
要
点

は
、
最
低
敷
地
面
積
１
５
０
㎡
（
約
45

坪
）
の
継
続
に
あ
り
ま
し
た
。
建
物
の

階
数
や
外
壁
後
退
、
軒
高
な
ど
、
住

環
境
を
良
好
に
維
持
す
る
た
め
の
ル
ー

ル
は
、
近
隣
へ
の
配
慮
規
定
で
も
あ
り
、

最
低
敷
地
面
積
と
い
う
土
台
と
な
る

ル
ー
ル
が
な
け
れ
ば
実
現
が
難
し
い
規
定

で
す
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
最
低
敷

地
面
積
の
ル
ー
ル
は
建
築
協
定
の
基
礎

と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、「
第
一
種
低
層

住
居
専
用
地
域
」
に
敷
地
面
積
の
規
制

が
あ
る
の
も
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ

る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

前
回
の
改
定
に
際
し
て
は
、
最
低
敷

地
面
積
に
つ
い
て
下
記
の
よ
う
に
多
く
の

議
論
が
あ
り
ま
し
た
。

最
低
敷
地
面
積
と
法
規
制

① 

自
治
会
区
域
の
全
戸
建
て
戸
数
に

占
め
る
「
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域

（
A
地
区
）」
は
加
入
地
・
隣
接
地
・

区
域
外
を
含
め
て
１
４
０
４
戸
、
87
％

を
占
め
ま
す
。
こ
の
地
区
の
法
定
最
低

敷
地
面
積
は
１
２
5
㎡
で
す
。

② 

「
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
」

（
C
地
区
）
と
「
第
一
種
住
居
地
域
」

（
D
地
区
）
の
合
計
は
加
入
地
・
隣

接
地
・
区
域
外
を
含
め
て
１
４
７
戸
、

9
％
で
す
。
こ
の
地
区
に
は
法
定
最
低

敷
地
面
積
は
あ
り
ま
せ
ん
。

③ 

「
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
（
B
地

区
）」
は
加
入
地
・
隣
接
地
・
区
域
外
を

含
め
て
61
戸
、
4
％
で
す
。
こ
の
地
区
の

法
定
最
低
敷
地
面
積
は
１
０
０
㎡
で
す
。

④ 

建
築
協
定
の
各
種
規
制
は
建
築
基

準
法
等
の
法
規
制
を
上
回
る
も
の
で
な

け
れ
ば
行
政
に
よ
る
承
認
を
受
け
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
最
低

敷
地
面
積
を
協
定
で
規
制
す
る
と
し
た

場
合
は
１
０
０
㎡
以
上
と
す
る
わ
け
に

は
い
か
ず
、
大
多
数
を
占
め
る
A
地
区

で
の
法
定
面
積
１
２
５
㎡
以
上
で
な
け

れ
ば
当
地
区
の
建
築
協
定
は
成
立
し
な

い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

最
低
敷
地
面
積
を

め
ぐ
っ
て

最低敷地面積の規制はなぜ必要なのでしょう。
最低敷地面積に関する２つの意見

敷地を細分化せずに若い世代に
移住してもらう手立ては？

現在の街並みを維持していくには一
定の規模以上の敷地面積を確保する
必要がある。
良好な環境の住宅街が、敷地を細切
れにしたため街並みが破壊された例
は数多い。

1.
2.
3.
4.

ポイント

敷地の分割は実際にできるのでしょうか。

《　　　　　　　　》

テ
ー
マ 

2

若い年齢層が購入できる金額に合わ
せた敷地面積に分割できるようにすべ
きだ。
私有地の扱いは個人の自由。法規制
に任せればいい。
敷地規制が続くと空き家ばかりのゴー
ストタウンになりかねない。

協定の最低敷地面積を
縮小ないし撤廃する意見

協定の最低敷地面積を
継続する意見

①

②

③

①

②
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⑤ 

敷
地
面
積
は
法
規
制
に
任
せ
る
と
し

た
場
合
は
、
建
築
協
定
か
ら
最
低
敷
地

面
積
の
規
定
を
な
く
す
こ
と
に
な
り
ま

す
。
A 
B
地
区
は
そ
れ
ぞ
れ
１
２
５
㎡
、

１
０
０
㎡
、
C
D
地
区
地
区
は
規
制
な

し
と
な
り
ま
す
。

当
自
治
会
地
区
の
敷
地
面
積
の

実
態
…
…
大
半
の
区
画
は
法
制
上

分
割
で
き
な
い

　

最
低
敷
地
面
積
を
ど
う
考
え
る
か
は

立
場
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
実
態

に
即
し
て
考
え
る
こ
と
も
必
要
で
す
。

　

当
協
定
区
域
の
平
均
敷
地
面
積

は
表
２

–

３
に
お
示
し
す
る
よ
う
に

２
１
９
・
１
３
８
㎡
（
66
・
４
坪
）
で
す
。

　

で
は
、
現
協
定
の
最
低
敷
地
面
積

（
１
５
０
㎡
以
上
）
の
規
定
に
従
っ
て

敷
地
を
分
割
で
き
る
区
画
は
こ
の
区
域

に
い
く
つ
あ
る
で
し
ょ
う
か
？　

単
純

に
敷
地
面
積
が
３
０
０
㎡
以
上
で
あ
れ

ば
二
分
割
が
可
能
と
な
り
ま
す
（＊

注
）。

当
建
築
協
定
の
判
断
基
準
で
は「
１
５
０

㎡
＋
１
４
０
㎡
＝
２
９
０
㎡
」
と
い
う

緩
和
規
定
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
基
づ
い

て
２
９
０
㎡
以
上
の
敷
地
を
持
つ
区
画

を
集
計
す
る
と
表
２

–

３
の
通
り
で
す
。

建
築
協
定
加
入
区
画
で
は
67
区
画
が

２
９
０
㎡
以
上
で
、
５
・
５
％
で
す
。
つ

ま
り
、
ほ
と
ん
ど
の
区
画
（
94
・
５
％
）

は
２
９
０
㎡
に
満
た
ず
、
分
割
で
き
な

い
の
が
実
情
で
す
。
１
５
０
㎡
以
上
と
い

う
敷
地
規
制
は
協
定
区
域
で
の
敷
地
細

分
化
を
防
ぐ
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
と

も
言
え
ま
す
。

　

も
う
一
つ
の
検
証
、
最
低
敷
地
面
積

を
A
地
区
の
法
定
面
積
１
２
５
㎡
に
合

わ
せ
た
場
合
は
、
敷
地
を
分
割
で
き
る

区
画
は
い
く
つ
あ
る
で
し
ょ
う
か
？　

面

積
が
１
２
5
㎡
×
2
＝
２
５
０
㎡
以

上
で
あ
れ
ば
分
割
が
可
能
と
な
り
ま

す
（＊

注
）。
こ
れ
も
表
２

–

３
の
通
り
、

協
定
加
入
区
画
で
は
１
８
７
区
画
で
、

15
・
４
％
で
す
。
こ
れ
ら
は
単
純
に
各

区
画
の
登
記
簿
上
の
敷
地
面
積
で
計
算

し
た
も
の
で
す
。
実
際
に
は
土
地
の
形

状
等
に
左
右
さ
れ
ま
す
の
で
、
分
割
可

能
区
画
は
こ
れ
よ
り
増
減
す
る
可
能
性

は
あ
り
ま
す
。

　

建
築
協
定
か
ら
最
低
敷
地
面
積
の

規
定
を
廃
止
し
て
も
、
大
半
の
区
画

（
85
％
程
度
）
は
法
制
上
2
つ
に
分
割

で
き
な
い
の
が
実
情
で
す
。

表 2-3　協定区域の敷地面積計算表 （2020 年 3 月 30 日現在）

◎面積 290㎡未満 / 以上のケース

◎面積 250㎡未満 / 以上のケース

ブロック 加入
区画数

290㎡
未満 ％ 290㎡

以上 ％

1 161 143 88.8% 18 11.2%
2 125 115 92.0% 10 8.0%
3 122 120 98.4% 2 1.6%
4 144 140 97.2% 4 2.8%
5 174 172 98.9% 2 1.1%
6 107 103 96.3% 4 3.7%
7 149 131 87.9% 18 12.1%
8 100 95 95.0% 5 5.0%
9 130 126 96.9% 4 3.1%

合計 1212 1145 94.5% 67 5.5%

ブロック 加入
区画数

250㎡
未満 ％ 250㎡

以上 ％

1 161 125 77.6% 36 22.4%
2 125 112 89.6% 13 10.4%
3 122 114 93.4% 8 6.6%
4 144 134 93.1% 10 6.9%
5 174 172 98.9% 2 1.1%
6 107 71 66.4% 36 33.6%
7 149 112 75.2% 37 24.8%
8 100 85 85.0% 15 15.0%
9 130 100 76.9% 30 23.1%

合計 1212 1025 84.6% 187 15.4%

戸

数

290㎡以上は全体の５.５％ 290㎡未満は
全体の94.5％

250㎡未満は
全体の 84.6％250㎡以上は全体の15.４％

戸

数
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（＊

注
）【
最
低
敷
地
面
積
】
角
地
な
ど
の
場
合
は

緩
和
規
定
が
あ
る
の
で
、
一
概
に
３
０
０
㎡
以
上
、

２
５
０
㎡
以
上
な
け
れ
ば
分
割
で
き
な
い
と
は
断

定
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
崖
地
を
含
む
場
合
は
面
積

だ
け
で
は
判
断
は
困
難
な
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

さ
て
最
低
敷
地
面
積
は

ど
う
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
？

　

若
い
人
た
ち
に
住
ん
で
も
ら
え
る
よ

う
敷
地
を
小
さ
く
し
て
若
い
人
た
ち
が

購
入
で
き
る
よ
う
に
し
た
方
が
い
い
。

一
理
あ
り
ま
す
。

　

平
均
約
２
２
０
㎡
ほ
ど
の
敷
地
に
す

で
に
細
分
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ

れ
以
上
敷
地
を
小
さ
く
し
た
ら
地
権
者

が
ひ
し
め
い
て
、
に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も
い

か
な
く
な
る
ぞ
。こ
れ
も
一
理
あ
り
ま
す
。

　

で
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
。

　

敷
地
を
細
分
化
せ
ず
に
、
若
い
人
た

ち
が
移
住
し
て
き
て
く
れ
る
多
様
な
ま

ち
を
用
意
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
い
い
の

で
す
が
、
難
し
い
課
題
で
す
。
こ
れ
に
答

え
を
出
せ
れ
ば
当
自
治
会
区
域
の
住
環

境
を
め
ぐ
る
大
き
な
問
題
を
解
決
に
導

く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
は
ど
う

考
え
ら
れ
ま
す
か
？

建築協定へのご意見やご要望、
建築協定だよりへのご意見など

なんでもお寄せください
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あったら
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国土交通省：
土地の使い方と

建物の立て方の
ルールの話

横浜市：
建築協定

一覧

建築協定の
手続きなど

国・市ホームページより
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宅地の細分化の問題点
　国土交通省の報告書「ゆとりある宅地
のありかたについて」（2006 年）では、
宅地細分化の問題点を以下のように指摘
しています。

安心・安全：延焼の危険性が増大する。
避難・消防活動が困難となる。
美しさ・豊かさ：緑被率が低下する。

日照・採光・通風等が困難となる。
良好な街並みの維持が困難となる。

持続性：定住志向が低下する。
近隣地域の資産価値が低下する。

①

②

③

建築協定書

各種資料はこちらからご確認いただけます


